
  

新住所地で住所変更の手続が必要な場合
がありますので、年金証書をお持ちくだ
さい。

戸籍住民課
104番窓口
（1041）

転入した日から14日以内に、加入手続を
してください。
（遠隔地・住所地特例該当者の方は、国
民健康保険担当へお問い合せくださ
い。）

第１号被保険者の方は、住所変更の手続
が必要な場合がありますので、年金手帳
または基礎年金番号通知書をお持ちくだ
さい。

転入した日から14日以内に負担区分証明
書等を提示して手続をしてください。
（兵庫県内の市町へ転入される方は、負
担区分証明書等は必要ありません。後期
高齢者医療担当課で、資格確認書の交付
申請をしてください。）

保険医療課
105番窓口
(1051･1053)

福祉医療費を
受給されている方

後期高齢者医療の
加入者

資格確認書をお返しください。
保険料の精算をしてください。
県外へ転出される場合は、負担区分証明
書、65歳～74歳の方で障害認定を受けてお
られる方又は特定疾病療養受療証をお持ち
の方は認定証明書の交付申請をしてくださ
い。

福祉医療費受給者証を必ずお返しください
（後日郵送も可能ですが、転出日以降は絶
対に使わないでください）。
新住所地で受給者証の交付申請をする時
に、所得の確認が必要な場合があります。
必要書類を新住所地の福祉医療担当課へお
問い合わせの上、手続をしてください。

申請方法、必要書類等を新住所地に確認
の上、手続をしてください。

西脇市での手続
担当課
(内線)

国民健康保険の
加入者

国
民
年
金

加入者

受給者

海外転出の方は、資格喪失の手続をしてく
ださい。

保険医療課
106番窓口
(1061)

修学のため、お子様が転出される場合は、
学生証をお持ちの上、届出をしてくださ
い。
住所地特例該当者（介護保険施設等に入所
される方）は、手続が必要です。
上記以外の方は、交付者のみ資格確認書を
返還し、資格喪失（適用終了）の届出をし
てください。

新住所地での手続

海外転出の方は、年金事務所で手続をして
ください。

対象者



はぴいくサポートセンターへお問い合わせ
ください。

継続して手当を受けられる方は、転入し
た日から14日以内に、住所変更の手続を
してください。

支給認定証又は施設等利用給付認定通知書
をお持ちの上、退園の手続をしてくださ
い。
（転出後も継続して同じ園に通園される方
も手続が必要です。）

入園を希望される方は、入園申込みをし
てください。マイナンバーが確認できる
もの、又は課税・非課税証明書が必要な
場合があります

長寿福祉課
113番窓口
(1134･1135)

西脇市での手続
担当課
(内線)

転入した日から14日以内に、加入手続を
してください。
要支援・要介護認定を受けている方は、
14日以内に認定申請の手続をしてくださ
い。

認定こども園・市外保育所等
に入園されている方

及び認可外保育施設等に
入園されている方

手帳、マイナンバーが確認できるものを
お持ちの上、住所変更の手続をしてくだ
さい。

サービスに係る受給者証、課税・非課税
証明書（必要な場合）、年金通知書、加
入保険医療が確認できるもの（資格確認
書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証
など）、マイナンバーが確認できるもの
をお持ちの上、手続をしてください。

新住所地で継続してサービス等の受給を希
望される方は、課税・非課税証明書が必要
な場合があります。

身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳を
お持ちの方

新住所地での手続対象者

児童扶養手当を
受給されている方

手当証書をお持ちの上、住所変更又は資格
喪失の手続をしてください。手続をされな
いと、当月分までの手当が支給されないこ
とがあります。

転出日以降、西脇市の定期予防接種予診
票、法定外予防接種券は使用できません。

幼保連携課
116番窓口
(1161･1162)

継続して手当を受けられる方は、必要書
類等について事前に新住所地の担当へお
問い合わせいただき、転入した日から14
日以内に、住所変更の手続をしてくださ
い。

児童手当を
受給されている方

転出証明書をお持ちの上、児童手当の転出
の届出をしてください。
※18歳年度末（高校生年代）までのお子様
がいらっしゃる方

転出予定日から15日以内に、児童手当の
連絡票、請求者名義の預金通帳、請求者
の健康保険の資格が確認できる書類（資
格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ
保険証など）、請求者及び配偶者のマイ
ナンバーが確認できるもの（別居監護
で、お子様が市外在住の場合は、お子様
のマイナンバーが確認できるもの）をお
持ちの上、手続をしてください。
（公務員の方は、勤務先での手続となり
ます。）

介護保険
被保険者証を
お持ちの方

被保険者証をお返しください。

はぴいく
サポート
センター
115番窓口

(1151・1152)

特別児童扶養手当を
受給されている方

妊婦・産婦の方

転出日以降、各種助成券等の使用はできま
せん。妊婦健康診査費助成券、新生児聴覚
検査費助成券、産婦健康診査受診券、妊婦
歯科健診受診券、１か月児健康診査受診
券、産後ケア利用助成券をお返しください
（後日郵送も可）。

中学生未満の
お子様がおられる方

障害福祉サービス、
自立支援医療を
受給されている方

社会福祉課
114番窓口
(1145･1146)

健幸運動教室Ni-Co
（にこ）/にしわき
健幸ポイントに
参加している方

退会の手続をしてください。
活動量計をお持ちの方は、活動量計を返却
してください。

健幸都市
推進課

117番窓口
（1173）

健幸都市
推進課

117番窓口
（1172）

はぴいく
サポート
センター
115番窓口
(1154･1155)

母子健康手帳をお持ちの上、新住所地で
必要な手続をしてください。

母子健康手帳をお持ちの上、新住所地で
必要な手続をしてください。



環境課
111番窓口
（1112）

西脇市の鑑札をお持ちの上、転入した日
から30日以内に住所変更の手続をしてく
ださい。

廃車証明書をお持ちの上、ナンバープ
レートの交付を受けてください。
詳しくは、新住所地の担当へお問い合わ
せください。

市税の納付には、便利で確実な口座振替を
おすすめします。
口座振替の申込みは、ご利用の市内金融機
関、ゆうちょ銀行、郵便局、税務課窓口で
受け付けています。

税務課
110番窓口
(1101)

税務課
109番窓口
(1091･1092)

税務課
109番窓口
(1094･1096)

税務課
109番窓口
(1091･1092)

市営住宅に入居
されている方

①名義人が退去される時は「市営住宅返還
届出書」をご提出ください。
②同居人が転出される時は「市営住宅入居
者異動届」をご提出ください。

環境課
111番窓口
（1111）

防災行政無線をお返しください。
（借家の場合は家主の方に確認してくださ
い。）

防災安全課
201番窓口
（2011）

建築住宅課
212番窓口
(2122)

防災行政無線を
お持ちの方

転入届出後、教育委員会担当課にお問い
合わせください。
新しい学校へ転校用在学証明書及び教科
書給与証明書を提出してください。

原動機付自転車を
お持ちの方

市・県民税が
課税される方で、
１月２日以降に
転出される方

転出先で郵便物の
受取や納税が
困難になる方

公立の小学校及び
中学校の児童生徒

上下水道を使用
されている方

市税の納付に
ついて

上下水道お客さまセンターへお問い合わ
せください。

市・県民税は、毎年１月１日の住所地で課
税されます。したがって、必要な年度の
市・県民税課税証明書は１月１日の住所地
の市町村で発行されます。

転出届出後、学校教育課にご連絡くださ
い。
学校で転校用在学証明書及び教科書給与証
明書の交付を受けてください。

学校教育課
403番窓口
（4033）

上下水道料金の精算と閉栓手続を必ずして
ください。

上下水道
お客さま
センター
206番窓口
（2061）

転出先で郵便物の受取や納税が困難になる
方は、納税管理人を指定してください。
（納税管理人とは、納税義務者に代わり、
納税に関する一切の手続を行う人のことで
す。）

西脇市での手続
担当課
(内線)

ナンバープレート、標識交付証明書をお持
ちの上、登録抹消手続をしてください。
手続後に廃車証明書を交付します。

新住所地での手続対象者

高松霊園を
利用されている方

公営墓地利用許可証、身分証明書をお持ち
の上、住所地の変更手続をしてください。
(事前にお問い合わせください。)

犬を飼われている方

兵庫県西脇市 戸籍住民課

TEL 0795-22-3111（代表）

FAX   0795-22-1014



１ 転出時の注意事項
○ 印鑑登録について

西脇市での印鑑登録は、転出（予定）日をもって抹消されます。

必要な方は、新住所地で新たに印鑑登録をしてください。

○ 本人通知制度について

登録されている方は、住所等の変更届出が必要です。

また、今後も住所等の変更がある場合も、西脇市に届出が必要です。

（※郵送での手続も可）

○ その他

・ 転出予定日までは、各種証明書の発行が可能です。

転出証明書をお持ちの上、申請をしてください。

・ 転出の取り止めについては、戸籍住民課にお尋ねください。

２ 転入時の注意事項
○ 転入手続に必要なもの

・ 転出証明書（カード転出の場合は不要）

・ 本人確認書類（運転免許証や保険証等）

・ カード転出の方：住基カード又はマイナンバーカード

・ 外国人の方：在留カード又は特別永住者証明書、

再入国の場合はマイナンバーカード又は通知カード

・ 海外から転入される日本人の方：

パスポート、戸籍全部事項証明（戸籍謄本）、戸籍の附票、

マイナンバーカード又は通知カード、年金手帳（基礎年金番号通知書） など

（※空港の自動化ゲートを利用される方は、搭乗券の半券やバッゲージタグ）

○ 転入届の期限 新しい住所に異動された日から14日以内

※ 正当な理由がなく14日以内に転入手続をされない場合は、住民基本台帳法

第52条第２項の規定により、50,000円以下の過料に処せられることがあります。

※ 転出証明書を失くされた場合は、戸籍住民課で再発行の手続をしてください。

○ マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方へ

次のような場合は、カードが失効してしまうためご注意ください。

・ 転入届をしないまま、転出予定日から30日を経過した場合

・ 〃 転入をした日から14日を経過した場合

・ 転入届はしたが、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの持参がなく、


